
市全体財務書類に係る注記 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明

なものは原則として再調達原価としています。ただし、昭和５９年度以前に取得のイン

フラ資産（道路）の土地は備忘価額１円としています。 

また、開始後については、原則として取得原価とし、再評価は行わないこととしてい

ます。 

 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

出資金のうち、市場価格があるものは、会計年度末における市場価格をもって貸借対

照表価額としています。  

出資金のうち、市場価格がないものは、出資金額をもって貸借対照表価額としていま

す。 

   ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値

が著しく低下した場合には、相当の減額を行うこととしています。 

   なお、出資金の価値の低下割合が３０％以上である場合には、「著しく低下したとき」

に該当するものとしています。 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

ア 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産）  

    定額法を採用しています。 

イ 無形固定資産 

    定額法を採用しています。 

なお、耐用年数については総務省「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」及び

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）に基づ

き設定しています。 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

ア 徴収不能引当金 

    貸付金、長期延滞債権、未収金の徴収不能又は回収不能に備えるため、徴収不能見

込額または回収不能見込額を計上しています。 

イ 賞与引当金 

    翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支

給対象期間（１２月から３月までの４か月分）の割合を乗じた額を計上しています。 



ウ 退職手当引当金 

    職員に対する退職手当の支給に備えるため、在籍する職員が自己都合により退職

するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。地方公共団体財政健全化法

における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従っています。 

エ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失保証債務等のうち、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上してい

ます。 

  

（５）資金収支計算書における資金の範囲 

   地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。 

 

（６）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

  ア 消費税等の会計処理 

税込方式によっています。 

ただし、上水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会計については税抜方式に

よっています。 

  イ 物品及びソフトウェアの計上基準 

    物品及びソフトウェアについては、取得価額または見積価格が５０万円（美術品は

３００万円）以上の場合に資産として計上しています。ただし、市が重要と判断した

ものについては金額に関わらず資産計上しています。 

  ウ 資本的支出と修繕費の区分基準 

    資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が６０万円未満であるとき、また

は、固定資産の取得価額等の概ね１０％以下であるときに修繕費として処理してい

ます。 

 

２ 追加情報 

（１）対象範囲（対象とする会計名） 

  

団体(会計)名 区分 連結の方法 比例連結割合 

国民健康保険特別会計 特別会計 全部連結 - 

介護保険特別会計 特別会計 全部連結 - 

後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部連結 - 

上水道事業特別会計 公営企業会計 全部連結 - 



公共下水道事業特別会計 公営企業会計 全部連結 - 

 

（２）出納整理期間 

地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計

年度に係る出納整理期間における現金の受払い等と終了した後の係数をもって会計年

度末の計算としています。 

  また、企業会計方式を採用している上水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会

計では、出納整理期間がなく、３月末日現在で未収金、未払金等を計上しています。 

 

（３）各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため合計等の金額が一致しない場 

合があります。 

 

（４）地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

 －  －  ８．５%  ５１．２%  

 

（５）利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額  

    該当ありません。 

 

（６）繰越事業に係る将来の支出予定額 

繰越明許費    ３，３７２，６５２千円 

 継続費         ９５，４４０千円 

 

（７）過年度修正等に関する事項 

   該当ありません。 

 

（８）基金借入金（繰替運用）の内容 

歳計現金に不足が生じる場合、効率性を勘案の上、歳計現金への繰替運用を行ってい

ます。 

 

（９）地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需

要額に含まれることが見込まれる金額 

    ２，３４１，８９４千円 

 

（１０）将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要

素） 



   ア 一般会計等に係る地方債の現在高        ４１，９９５，３１１千円 

   イ 債務負担行為に基づく支出予定額         ２，３０９，４９８千円 

   ウ 一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等から

の繰入見込額                     １３，９１６，８７２千円 

   エ 組合等が起こした地方債の償還に係る負担見込額      ８８２，４０７千円 

   オ 退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見込額    １，６６８，１６０千円 

   カ 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額        ６，８６３千円 

   キ 連結実質赤字額                                                ０千円 

   ク 組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等負担見込額              ０千円 

   ケ 地方債の償還額等に充当可能な基金            ６，３９４，０１１千円 

   コ 地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入        １１，１９１，５１５千円 

   サ 地方債の償還等に要する経費として基準財政需要額に算入されることが見込ま

れる額                        ２９，３１２，６９５千円 

  

（１１）純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

貸借対照表の純資産における固定資産等形成分とは、資産形成のために充当した

資源の蓄積をいい、原則として金銭以外の形態で保有されます。また、余剰分（不足

分）とは、消費可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形態で保有されます。 

 

（１２）基礎的財政収支 

    業務活動収支（支払利息支出を除く）   ５，３４０，２７４千円 

    投資活動収支（基金積立及び取崩を除く）△６，２３９，３２５千円 

    基礎的財政収支              △８９９，０５１千円 

 

（１３）資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

資金収支計算書の業務活動収支     ４，８６９，０１２千円 

純資産変動計算書の本年度差額   △４，４１３，６７９千円 

差額                ９，２８２，６９１千円 

（差額の内訳） 

減価償却費           １０，０２０，２９９千円 

徴収不能引当金の増減額         ２４，９８３千円 

賞与等引当金の増減額          ６３，５４７千円 

未収金等の増減額           ５４７，４５２千円 

未払金等の増減額          △４０７，２７１千円 

除売却益                   ６６８千円 

不能欠損額等               ２，６７８千円 



投資活動収入の国県等補助金収入   △９６９，６６５千円 

 

（１４）一時借入金の状況 

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

なお、一時借入金の限度額は６，１２０，０００千円です。 

 

（１５）重要な非資金取引 

    損失補償引当金６，８６３千円は、小口・特別小口資金に係るものです。 


